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さがみはら林業の人材育成・担い手の確保事業補助金実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、さがみはら林業の人材育成・担い手の確保事業補助金について、

相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則(昭和４５年相模原市規則第

２３号。以下「規則」という。)及びさがみはら林業の人材育成・担い手の確保

事業補助金交付要綱（令和２年４月１日施行。以下「要綱」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 申請時の提出書類に係る事項 

（１）雇用契約書の写し又は雇用保険被保険者証の写し等の雇用年月日が確認

できるもの 

（２）規則第４条で定める補助事業等計画書について 

   補助事業等計画書については、参考様式１を使用することとする。 

（３）新規就業者に対する家賃補助については、次に掲げるものを提出する。 

  ア 住民票の写し（発行から３ヶ月以内のもの） 

  イ 住居賃貸借契約書の写し 

  ウ 雇用契約書の写し 

（４）森林整備に関する先進地域研修に係る補助については、研修計画書（参

考様式２）、及び研修行程表（任意様式）を提出する。 

（５）規則第４条で定める収支予算書について 

見積書の提出に代えることができる。 

（６）他の制度により対象となる資格、物品を取得していないことの証明書  

及び同意書について 

証明書及び同意書は、他の制度により対象となる資格又は機械等を購

入等していないことを証明するとともに、市が必要に応じて関係機関に

問い合わせを行うことの同意を確認するものである。様式自由とするが、

資格、物品を取得する者の住所、氏名を記載すること。また、参考様式３

を使用することができるものとする。 

 

３ 要綱第８条で定める実績報告時のその他必要な書類 

  各補助対象事業について、次の書類を添付する。 

１ 補助対象事業 ２ 添付書類 
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細目 

資格取得費等の補助 (１)資格を取得したことを証明する書類の写し

（免許証等） 

(２)補助対象経費の支払いに係る領収書の写し又

はそれに代わるもの 

林業の新技術等導入支援 (１) 補助対象経費の支払いに係る領収書の写し

又はそれに代わるもの 

林業機械購入費の補助 (１)補助対象経費の支払いに係る領収書の写し又

はそれに代わるもの 

(２)購入物品の写真 

安全装備購入経費の補助 

家賃補助 (１)家賃を支払ったことを証明できる書類の写し 

(２) 事業体に就業した日から６月以上継続して

事業体に就業していることが分かる書類 

資格取得等に長期間かか

る場合の経費の補助 
(１)資格等を取得したことを証明する書類の写し 

森林整備に関する先進地

域研修に係る補助 

(１)研修報告書（参考様式４） 

(２)補助対象経費の支払いに係る領収書の写し又

はそれに代わるもの 

４ 補助申請の制限 

（１）林業機械購入費の補助については、原則として同一人物を対象とした同

種の機械を購入する場合の補助金の申請はできないものとする。 

（２）家賃補助の補助対象者については、次に掲げる要件のいずれにも該当す

ること。 

ア 雇用期間の定めのないものであること。 

イ １週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と同

程度であること。 

ウ 過去に他事業体において、同一の補助金を申請したことのないもので

あること。 

 

５ 補助対象経費の算出 

  資格取得費等の補助については、車賃の場合、相模原市職員等の旅費に関

する条例（昭和 26 年条例第 12 号）の規定に準じ算出した額を支払うものと

する。
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参考様式１ 

 

年度 補助事業等計画書 

 

１ 申請者情報 

所在地(住所)  

会社名  

代表者(役職・氏名)  

担当者氏名  

担当者 電話番号  

 

２ 補助対象者 ※複数人の場合は全員分記入 

住所 
 

氏名 
 

就業年数 

(新規就業者への支

援事業のみ記載) 

 

 

３ 補助対象事業(該当事業に☑) 

（１）新たな林業事業者の育成支援事業 

□ 資格取得費等の補助 

□ 森林施業プランナー  □ 林業技士  

□ 林業の新技術等導入支援 

※ 器具等の名称：                       

 

（２）新規就業者への支援事業 

□ 資格取得費の補助 

  

□ 林業機械購入費の補助 

    □ チェーンソー  □ 刈払機 

□ 家賃補助 

※ 申請期間：  ヶ月 

  ※ 住民票の写し、及び住居賃貸借契約書の写しを併せて提出 

□刈払機取扱作業者安全衛生教育 □チェーンソーによる伐木等の業務

に係る特別教育 □玉掛け技能講習 □小型移動式クレーン運転技能講

習 □フォークリフト運転技能講習 
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（３）林業就業者の定着支援 

□ 資格取得費の補助 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

□ 資格取得等に長期間かかる場合の経費の補助   

   ※ 資格又は研修の名称：                   

   ※ 参加日数：                          

  □ 安全装備購入経費の補助 

 
 
 
 

□ 森林整備に関する先進地域研修に係る補助  

   ※ 研修計画書を併せて提出 

 

４ 期待される効果等 

 

 

 

 

５ 実施時期：               

 

  

□伐木等機械の運転業務に係る特別教育 □車両系建設機械(整地、運

搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習 □不整地運搬車運転技能講習 

□機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 □走行集材機械の運転の

業務に係る特別教育 □簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教

育 □林業架線作業主任者 □地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

技能講習 □はい作業主任者技能講習 □高所作業車運転技能講習 

□フルハーネス墜落制止用器具特別教育 □自動車第一種運転免許（中

型・大型） □その他（        ） 

□チェーンソー防護ズボン □チェーンソー防護ブーツ □林業用ジャ

ケット □林業用安全靴 □防刃脚絆 □林業用ヘルメット □空調服  

□その他（具体的に記入              ） 

※資格取得費の補助に限り記入  
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参考様式２ 

  年 月 日 

相模原市長 あて 

  住所又は所在地             

申請人 名称             

氏名又は代表者氏名             

 

研修計画書 

現状・課題 

 

 

 

研 修 内 容 

 

 

 

目的・目標 

 

 

 

研修参加者 

役職・氏名 

役職 ・ 氏名 

 

 

 

研 修 期 間 年  月  日 ～  年  月  日 

研 修 場 所  

研修の受入

先等 

会社名  

担当者  

電話番号  

経費 

旅費（往復） 

及びその内訳 

     円 

【内訳】 

宿泊費      円 

※別途、研修の行程表（任意様式）を添えて申請します。 
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参考様式３ 

 

 

証明書及び同意書 

 

年  月  日  

 

相模原市長 あて 

 

 

  

私は、さがみはら林業の人材育成・担い手の確保事業補助金を申請するに当たり、

他の制度により対象となる資格の取得又は機械の購入に対する補助を受けていないこ

とを証明します。 

また、必要に応じ市が関係機関に対して調査を行うことに同意します。 

 

 

 

住所                    

 

 

氏名                    
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参考様式４ 

  年 月 日 

相模原市長 あて 

住所又は所在地              

申請人 名称              

氏名又は代表者氏名              

 

研修報告書 

研修の効果 

※今回の研修で得られたもの（知識、手法等）や、その中で業務

に生かせること・生かしたいこと、また、研修後の課題等を記載

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修参加者 

役職・氏名 

役職 ・ 氏名 

 

 

 

研修期間 年  月  日 ～  年  月  日 

研修場所  

経費 

旅費（往復） 

及びその内訳 

     円 

【内訳】 

 

宿泊費      円 

添付書類 
（１）領収書の写し 

（２）研修の様子が分かる写真（３枚以上） 

※公共交通機関を利用した際の旅費の領収書は提出不要です。 


